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厂上祀審査艢求人から平成ｉ Ｏ年６月台自付けで提起゙きれた㎜ 曄祉事務所
齠 巣す 洫 鰰｣ 籾 う① ﾀﾞ畔 だ4 魴 睥 辟ﾚ ゆ 晰 け㎜ 笋●
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㎜ 夛曜･よ'弔処分( 以下(.本件処分Ｕ とい 髫) √平成､２/O年｣４/月イ Ｏよ日付△
ij㎜ 譽11 里 ご!F よj呻 分( 以Tド!T本袮処蝕 丁4:ご○ ．j

ヽ芦４２ ０･
年４月７日付け㎜ 窮㎜ 脣にまる贏４了じ･ｔ"｢ｉ･ａ=亠４ Ｑｌ｣．‘･謚' ヽご年４ｽ月７日刊･け㎜lly ㎜= 号による処分し(以卞｢本件処分３｣ という。)
羞び幽療抉勍畚送費1ﾋiヽ かる劔分 似 下｢ 本件処分４｣∧とい='う,) に龠 する審査
ﾌ請求にういて｡√次のとおリ裁決する'。　　……………j‥‥‥‥‥ ‥‥‥

.　･･　　　
づ　卜　　　　 卜　　 主　 ．文 、　 ＼　　　.･･･.･.･　.･･･　　　　.･･　　　　　　.　・

本 件 審 査 請 求 に 係 るJ処 分 庁 が し た 本 件 処 分 ３ は こ れ を 取 り 消 し 、y本 件 処 分 １ 、
本 件 処 分 ２ 及 び 本 件 処 分 ４ の 審 査 請 求 は 、 棄 却 す る ．１　　　　 ／　　　 ダ

理 ，由．

-．　 ・　　 ●･●　●　●　　　　゚●　　　　　Ｉ　･･　　・　　　　　　　 ｀　Ｊ　ＩＩ　ｌ　ｉ　　 ■　．　　　　　 ｉ　　　 ●審 査 請 求 人 の 主 張 ‥ ‥ ‥ ‥‥ ‥　
‥‥ ‥ ‥　 ‥ ‥､ ‥ ‥ ‥　 ‥‥ ‥ ‥‥ 〉

（1/ ） 預 貯 金 の 収 入 認 定 に う い て　　　　 … … … …… …

審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う ．）･ の 請 求 の 趣ｽ 旨 は
、 処 分 庁 が し た

■■　　Ｉ　　　　　　　　　 Ｉ　　　 ●　　　　・　　　　　　 ．　　 ―Ｉ`　　　　 ｜　　　 ■　　　■… …
…
本 件 処 分11 の 取 消 し 夸 求 吟 声‘69 で

ヽ そ の 稈 由 はJT 預 胛 金　　 円 は
、 資

… … … … …　

●

‥二 産 と 言 う べ き 状 況 に な く 、 ロ ー ン 返 済 や 水 光 熱 費
、い３ 月 ま の 給 与 が 支 給

さ れ る た め の 生 活 費 ど し て
． 入 金 し て い た も の で あ り 、 収 入 認 定 す る ぺ●`　　　　　 ．・　　　　　　　 Ｉ●　　　　　　　　ｉ　　　 甼　　　・　Ｉ　　　　 Ｉ

＼き で な い ．」　　　 ≒　 二　　　　　 ．’

｢保護開始後の｣3月１白日!ど㎜ 円の入金がある。



り入れによるものである。請求人はこの時点で支払わなければならない
ものがあり、借り入れｔでもその支払いに備えて入金しておく必要があ
った。入院している病院のケースワーカーが処分庁に対してすでに相談
を行ったという事実があったとしても、それだけで支払いを免れてよい
Ｉという判断には請求人は至らなかったし、それはやむを得ないものであ
る。」という点にある。

（２）未払い給与の収入認定について　　　 十　　　　　　ノ
請求人の誚求め趣旨は、処分庁がした本件処分２の取消しを求めるも

ので、その理由は、「未払い賃金は、入院中の収入とはいえ、処分庁も認
めるとおり、勤労所得である。」　　　　　 卜
「零細企業のために、支払いが１ヶ月先送りになったため、２月分の

給 与 が３ 月 末 日 の 支 払 い と な っ て.い る､．＼交 通 費 （ ２ 月 分● 円 、 ３ 月 分
-- ．　　’　－　’　　　　　　　　-　　　　　　 －四 円）池畔卵勤労四（㎜pl ）回ヌ れあ包
■-----=･-=･-=¶W-W　　　　　　　　　　　'　　　　　　　　~ ‾""･　　･‾"""-2 月 分 給 与 か ら 、j 未 払 い だ っ た 電 気 代( １ 月 、 ２ 月 、 ３ 月 分 と し て ■

-　　　　 ・　　．　　・ 丶･　　　　　　　、　 ・ －. 一.j.....　..._　.

㎜ り)ヽ 水遣料ヽyプロパ'ン?17･(3 月分など㎜ 円)-．
を支払lい、入院から保護申請までの医療費の支払いに邇てている．勤労
に伴う交通費や生活費などの必要経費については、当然必要経費として
認めるべきである．｣･･．･･･　･．･．　　　　・．
「２月一分給与から」月１０日ヤ1､６日までの医療費㎜ 円の支払

い を 余 儀 な く さ れ √ ４ 月 、 ５ 月 の 医 療 費 の 一 部 負 担 の 支 払 い も 出 来 な いI

状 況 に 追 い 込 ま れ て い る ．. 実 態 に 即 し て √ 医 療 費 を 「 必 要 経 費 」万と し て

認 め る べ き で あ る ．」＼　　　　　　　 ダ　 ／　　　　　　　　　 ‥‥‥　　 ‥

＼ 「 請 求 人 は 、 生 活 に 必 要 な 費 用 や 医 療 費 、 勤 労 に 必 要 な 経 費 等 に つ い

て は 、 こ の 給 与 の 支 払 い を 見 込 ん で 支 出 し て き た の で あ り 、 こ の た め に 、

こ こ か ら の 支 出 が 余 儀 な く さ れ た ．」･ ．．･ ．･････．　　
・

．　　　･ ．　･･　･.

卜「 滞 納 の 光 熱 費 に つ い ｔ は 、 こ れ を 支 払 わ な け れ ば 生 活 が 継 続 で き な

く な る お そ れ が あ る ．」 「 こ れ を 支 払 っ た の は や む を 得 な い ．」

「 ま た ３ 月 １ ０ 日 ～116 日 の 医 療 費 に つ い て は 、 保 護 開 始 が ３ 月y17

日 に な る た め に 自 ら 負 担 せ ざ る を 得 な い も の で あ る ． 処 分 庁 は ＼こ れ を 支

払 う な と 言 う の で` あ ろ う か √ 琉 実 に 現 在 に お い て 入 院 じ 世 話1 こ な っ て い

る 病 院 に 対 し 不 払 い の ま ま 迷 惑 を か け る こ と が で き な い と 考 え て こ れ を

支 払 っ た ご と は √ 請 求 人 の モ ラ ル の 高 さ に よ る も の で あ っ て こ れ を 責 め

／　　　　　　　 ．：-　　　 ．　　　　･ 、　●　　　．　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　｜ ・　　　　 ¶　　　　 ■
る こ と は セ ぎ な い ．」 ダ･
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(柮扁ヽ これら‘7)支醂｀゙ )後謫万求人め手耡二残駲)ぱ
㎜ 円

に 過 ぎ な い 。ﾌ」゚

｢男に振り込まれたy給今のうち洒用しう高もりぱ● 円･とも芦たない
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百
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の で あ る 。 そ れ を 、 処 分 庁 は 当 初 給 与 の 全 額 を 収 入 認 定 し 、 そ の 後 こ れ

を 修 平 し ヽ
㎜

円 の み 希 加 除1 ． モ･1 ）余 皋 収 入 嚀 定｡ に 。 処 分 庁

の 主 張 は 実 際 に 活 用 し 得 な い も の を 活 用 し ろ と い う も の で あ
う て 、 請 求

人 に 不 可 能 を 強 い る も の で あ る 。」　　　　　　　　　　　　　 ダ

「 こ の 収 入 を 給 与 と し て 、 勤 労 者 に 対 し て す る 必 要 な 控 除 を 行 う ご と

は 合 理 的 な こ と で あ る 。」 と い う 点 に あ る
。　　　 卜

（ ３ ） 住 宅 費 に つ い て

請 求 人 の 請 求 の 趣 旨 は 、 処 分 庁 が し た 本 件 処 分 ３ の 取 消 し を 求 め る も

の で 、 そ の 理 由 は 、 「 処 分 庁 は 、 １ ． ３ 倍 の 特 別 基 準 を 極 め て 狭 く 解 釈 し

て い る 。 本 件 は １ ． ３ 倍 め 特 別 基 準 を 採 用 す べ き 事 例 で あ る
。」　　 犬

（ 注 ：「 １ ． ３ 倍 の 特 別 基 準 」と は 、 次 の と お り で あ る 。 家 賃 に う ぃ て・　　　　　　　　　　　　 －　　・　　　　I　
■　　　　　　I丶　　、　　●。　１１　●　　･ 、　　　　　。　　・　　　Ｉ

Ｔ　 は 、 「 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 基 準ﾑﾄ 「 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月1 白白 厚 生 省 告 示

・　　　　　　　 ●丶　　　 ●　　　　　　　　･ Ｉ　　ｌｌ　　 第 １ ５
」８ 号 ） 別 表 第 ３ め ２ の 「 厚 生 労 働 大 臣 が 別 に 定 め る 額 」 で 定 め ら

▽　 れy お り 、 皿 は 月 額1
 0  OR と なf つl て ぃ ４ ．

４
お け 生 活 保

＼　 護 法 に よ る 保 讖 の 実 施 要 領 に つ い て （ 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 ｀1 日 社 万発 第 ２ ４

６ 号 厚 生 省 社 会 局 長 通 知 ） 」の 第 ７ の ４ の （ １ ） の オ で は
、 「 保 護 の 基

Ｉ　Ｉ　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　 ■　　　　　・　　　　　　　　　　　　 ●　　　　 ・　　●　●１ ●り･･I
卜　 準 別 表 第 ３ の ２ の 厚 生 労 働 大 臣 が 別 に 定 め る 額 （ 以 下 「 限 度 額 」･･ と､ い 」
… ……う;､ ） に よ り が た い 家 賃

、 喬 代 等 で あ っ て 、 世 帯 員 数 √ 世 帯 員 の 状 況 い．　　　ｒ　　　　　　　　　　　　
ｌ．　　 Ｉ　　ＩＩ ･ ｌ　　 、’ 、　 ・　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　 ’ ・　　　Ｉ　　　　　　　　　 ’ －　●　　　 Ｉ　　　・　。・　－　。 。、… …… 当 該 地 域 の 住 宅 事 鄲 こ よ り や む を 掃 な り と 認 めj ら れ るj も の に づ い ｙ 眸

。

づ　 景 度 額 に Ｌ　 ３ を 乗 じ て 得 た 額 （ ７ 人 以 上 の 世 帯･ に う ぃ で は √ こ め 額

＼ に 布 ら にjl ／2 を 稾 じ て 得 た 額 ） の 範 自l 内 に お い て
、‘特 別 基 準 の 設 定

… …… ヵt あ っ た も の と し て 、 必 要 な 額 を 認 定 し て 差 し つ か え な い こ と
。」＼と･ さy

＼　 れ て い る 。）　　　　　　　　 ／　　 卜

｢ 単 身 の た め 、 入 院 中 の 転 居 は 出 来 ず 、
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　ｉ

の 支 払 い は 、 や む を え な い 事 情 で あ ら た 。
'　 ●　　　'I　I 气'.

・　' ●
j 自 己 負 担 と な り

、

実 際 は 最 低 限
度 の ゛生 活 費 を 削

る こ と

..･･
』..　.　　I　　　I.　

・'　･
－.

‾‾"'･ ‾　j　･I
丶．　 ．　 ● ●　　　　･ ｉ

のこれまでの家賃
す㎜ 円は、

㎜　●　・　　　　I ●　　　　･i　●､　　 ●　　　　､ゲ プ（ 注 ：「 基 準 値 」 と は 、　　　 め 家 賃 の 限 度 額 ３ ｉ
，ﾚ １ ０ ０ 円 めJ こ と ．）‥ ‥ ‥‥ ‥

㎜　

… … … …… … … … … ……
:ダ「 請 求 人 は 保 護 申 請 時 入 院 中 で あ り √ し か も 、 自 ら は 歩 く こ と が で き、　　　　　　　　　 －　=■-･　■　　　■　 ㎜■　■　　ａ　－　■　　･ ●　　･` 　・　１　　　 －　■．・　　

』な い ほ ど の 症 状 で あ
っ た ． 現 在 で は 杖 を 用 い て 歩 行 し て い る が 、 こ れ も

け う し て 容 禺 な 状 芯 で 眸 な い ．‘ こ の 劣 や. 卆 舉 求 人 ９ 林 籌 希 韋!7 叫 、 請 求

1.･･･兔廖　I●･● ･　-I 」..･－ ･ﾐ人 が た だ ち に 転 居 す る こ と は 極 め て 困 難 で あ る ’．」
1　・　･.　　　　　●I　　I･　　　・　1　　　●.･･　　　　1丶　　　･1･I　　　・　　－　　　　1丶　　　･iI･　 ・　I　・　

●g　　･I ●　.I●･　　・／ 「 東 京 都 に お い て は 、 基 準 額 を 超 え る 家 賃 の 住 居 に 居 住1 し て い る 場 合 、－　　　･ ．　　･･ ．‘ ．　Ｉ　　　　　　”　　 ’･　　．　　 ●　・　’．;　……卜　j　､‘.●･､･､.･　...■　●　　・.特 別 基 準 設 定 が 認 め ら れ る 場 合 以 外 は 、 原 則 と し て 保 護 開 始 と 同 時 に 転
居 指 導1 を 行 に と に な ４ が

、
祕 居 指 導 中 レ 新y14 住 居 に 転 扈 ず るji 七 の

I　　　 ・　　　･● ●･　　11　　 ・　I 丶l　､　－　　l i･鬨
、 １ ． ３ 倍 額 を 限 度 に 実 家 賃 額 を 計 上 す る 取 扱 い を 行 う こ と が で き る
■　　１　１　　　●　　・　　　 Ｉ ・　　１　･･．･Φ．　 ●’　　

．●
Ｉ ●　　ＩＩ |･　Ｉ°．’ ･゙　Ｉ●･ｊ　　．’･･． ｊ　－と す る 運 用 を 行 っ て い る ．」　 十　　　 十　　　　　 卜

３



「請求人のように、ただちに転居することが困難であることが明らか
な場合、東京都のよう’な運用も考えられるにもかかわらず、処分庁はこ
の検討を一切行っていない。このままて4あれば、補助を受ける家賃と実
家賃との差額を請求人は当分の間払い続けなければならず、このことは
請求人の生活をいっそう困難にする。」　　　　　　　　　　 二
「処分庁は東京都と同様の運用を行うべきである。」どいう点にある。

（４）移送費（タクシー代）について
請求人の請求の趣旨は、処分庁がした本件処分４の取消しを求めるも

の で 、そ の 理 由 は 、「入 院 して い た　　 院 に は 、● が な く 、 ま た

車 イフ め た
峭 匸

タ ク シ ー を 利 用

胛 ● 口1

● へ ．通 院 と か ４,tj

の であ る．」　 、　　　　 二　　　　 ‥ ‥ ‥‥;……`．･･．･．　　･．　　　　　　　 ・ ．

「処分庁は 、本件 に対 する『移送費の周知徹底』をぞもそ も怠 つて お　　　　　 」
十　　ﾘ ゛

不利益を 彎け 緲 た`めに や
｀ﾉ『通暁罰E明jj により｀

蜃収書がない場 今　 伍 ’
匕
亠

…

…

; ﾌﾟT7 “ ↑ ↑ ” ヤ 〒TT ｙT ｀ ¨
…
……hjl

i　　　　丶Ｉ　　　　　　　　　　Ｉ　　　・ 
．　　　　　　・　 ■２　 処分庁 の弁明　＝　　　　づ　∧ レ　レニ　　　　　　　　　　　　　 ∧　　　　 卜

処分庁の弁明Jの.趣 旨採丶･･1本件 審査請求 をい ず れも棄却するよう求めるもの　　 … …
＞で、その理由は以卞のことおりであるよ　　　　　　　　　　　　　　 ／　　　　　 十

卜（！）預貯金の収入認定 仁ついで　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　　　　 ‥ ‥
‥‥

〉　　 請求人の預貯金は､、（･ア）､担当iケーズワ.一カ ーが申請時に生活保護法（昭二　コ　　 ／
Ｉ　　　　　　　●　　･气　　　　　　　　｜ Ｉ　　　　　　　　　　■

／　 和２５年法律第1 ∧４４ 号．以下「法」匸とい う．）第４条第!: 頃及び法 第８し　　卜　
≒

条第1 項の趣旨を請求人に説明してい ること、（イ）それを受けて擴ご求人
‥　‥ ‥‥　１

が資産申告書にて預貯?l● 円丿余の申鵞をｿじているごと、（ウ）事実こ、申
請時に㎜Fil 預貯金4 保有していたこ｡と√（エ）この預貯金にづき、法
叺目的セあるii: 助i 、あliいば万社亠通念亠。観点ヵ､ら亠定丿除癲1:人き
ほ ど の 合 理 的 理 由= が な い= ご と が 認 め ら れ る ． そ う す る と 、 こ の 預 貯 金 は

・　　　　　 ●　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　 ・　Ｉ　　　　　　　　　　 ’　　　　　　 ・　　　　 Ｉ
… … ま さ に 、 法 第 ４ 条 第 １ 項 に 定 め る 資 産 で あ り 、 法 第 ８ 条 第 １ 項 に 定 め る

犬
丿
金 鱆 で あ る のj だ か ら 収 入 認 定 す る の ば 当 然 万で あ; る ．　　

‥
‥ ‥‥

＼､ 十 ま‘な=こヽ ･.
蔕､ 牢 み. ’り; 、..埠 剤7･傘 ●IF91 こ つi･･ｙ Ｃ ， 口 Ｔ ン 溽 済 夲 牟 り1 き 落 と

＼O+1 ．の･yi= め 已 必 蜃4 金 鎖 分 寅 勧 ヽら 収 入 齟 迦 こに 問 題 が あ14 主 張 す る が 、∧

ダ　 誚 求 人 が 主 張 す る 酋 － ン 返 済 な ど は 、 い ず れ も 生 活 保 護 申 請 前､ の 生 活 需 ＼
、　　　　　■　　　　　 ■　　■　　■　■■　¶　■　ａ　・　　・ ■　　　　 ■　　　　　¶　Ｉ　ｉｉ　･･　　　　　　　 ．゚ｌ、　　　　　　　　　　　ｌ　　 Ｉ ，　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　 ■… …… 要 に 係 る 債 務 で あ る ． よ っ て 、 こ の 経 費 を 控 除 す る と 、 保 護 を 受 け る 以

■　・　　　　　　　 Ｉ　’■　･-　　　　　　　　 ｜ ¶　・　　　　　　　　　　　 ・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　Ｉ　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ･　・ ■　■　¶　　■Ｉ… …… 前･･l-こ お け る 舊 々 人 に よ う て 異 な る 程 度 に 営 ま れ て き た 生 活 ま で も1 、 法 に

よ っ ｔ 保 障 す る･.こ と に な り 、 保 護 を 要 す る 状 態 に 立 ち 入 っ..た と き か ら 将

十　 来 に 向 か ら て そ め 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 を 保 障 せ ん と す る 法 の 目 的 か ら

４

『

ち
’



証
遡

４

１

・

♂

！

Ｉ

！

Ｉ

７

lj ≒

著 しく逸 脱 するこ とに なる。 従 って 、請求人の主張は採用の限りではな
い。

（２）未払い給与の収入認定について

基礎控除の適用は、生活保護法の趣旨に照らして考慮すると、勤労に

伴って増加する経常的生活需要を補填することにより･労働力の再生産を

図 ると ともに勤 労意欲の助長を図ろうとするものである。そうすると、

未払い給与は、確かに就労によって得られた収入であるが。保護申請日

現在、請求人は就労していないのだから、勤労に伴って 増加する経常的

生活需要を補填する必要性も勤労意欲の助長を図る必要性も認められな
い。よって、これに係る請求人の主張は採用できない。十　 ｊ　 ダ

また。請求人は、交通費（２月分● 内、３月分●Pｦ ）∧の 控除 を主

＼張す るが、（ア）かかる主張は処分庁に対しては、何らなされていないこ

レ と、（イ）交通費に係る証憑の提出等立証も何らなされていないこと、（ウ）

交通竇は、保跛申請前の経費であること√（ｉ ）篳求人睹申請日現在就労

をし､てい ないこ と、等を鑑みる と交通費め控除をしないのは当’然である。
＼ な お 、 請 求 人 は 、 電 気 料 金: 、 ガ ス 代 金 、 病 院 代 に づ い て 、 縷 縷 主 張 す

＼　 お と こ ろ √ い ず れ も 保 護 申 誚 前 め 生 活 需 要 に 係 る 債 務 の 控 餘 の 主 張 で あ

り 、 上 述 の と お り 、 か か る 控 除 は 保 護 を 受 け る 以 前 に お け る 個 々 人 に よ･

士 っTt 異 な る 程 庸 に 営 ま れ で き た 生 活 ま で､も 、 卑 淅･ 保 禪 洫 に よﾚ
つ/て 保 障j す

■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･ 丶
／る こ と と な り 、 保 護 を 要 す る 状 態 に 立 ち 入 っ た と き か ら 将 来 に 向 っ て そ

‘J のJ最 低 陂 度･4 ）生 活 め 維 持 膏 保 障 世 ん､!4 す 参 向 法 φ･目=自9 か ら 著i し く 逸 脱 す

◇ る こ と に な る か らj、 請 求 人 め 主 張 は 到 底 採 用 で き な い ． ＜ 犬　 コ　 ト
（j3 ） 住 宅 費 に つ い て　　　　　　　

‥
‥ ‥　 ‥　 ‥（　 ………

… … …
… …

■　　　　　■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　・　　　　　　　　　　　 ｓ　　･●　　●　．　　　 ｉ
犬　 請 求 人 に は 、 車 椅 子 使 用 め 障 害 者 等 特 に 通 常 よ り 広 い 居 室 を 必 要 と す

犬 る 理 丿由 ぱ 認 め ら れ ず 、 老 人 等 で 従 前 か ら の 生 活 状 況 か ﾂら゙ み て 転 居 が 困 難
Ｉ　　　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　 ．Ｉ　Ｉゝ　・　　 ’　●･　　　　　　●レ と い う 事 情 も 認 め ら れ な い ． ま だ 、 地 域 に お い て 上 記 限 度 額 の 範 囲 丿内 で

■　` 　　　　ｌ･　Ｉ’ ．　　　　　･･　　 ・　　　ｘ　　　．．● ■■　■　？　　・
は 賃 貸 さ れ る 実 態 が な い と い う こ ど は なj く 、 以 上 眦 か か る 主 張 も 立 証 も

‥ 全 く な さ れ て い な い ． よ っ ｔ 、 い ず れ の 要 件 に も 該 当 し な い の､だ か ら 、
… …住 宅 費 に つ い ｔ 、「 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 基 準 」（昭 和: ３ ８ 年 ４ 月IJ 日

厚 生 省 告 示 第 １ ５ ８ 号 ）別 表 第‘3 の ２ め 「 厚 生 労 働 大 臣 が 別 に 定 め る 額 」

（
㎜ は3  1,1 ０ ０ 円 ． 以 下 「T限 度 額 」 と い う ．） 丙 で 住 咆 竇 を 認 定

ノ犬 す る の は 当 然 で あ る ｅ　　　　　’､..･　
’
・　. .　　　’.･　･

●　.　･III･.
｀　
・　●

●　.･　　i　
’¶　・　　¶.･･　　　が　　　　　●　　丶　　　　　．　　　　　 －　　　　ｉ･　　　　　　　　　　・（ ４ ） 通 院 に か か る 移 送 費 に つ い て　

．　
‥

‥
‥　 ‥‥ ｊ　

…
…

と９ 愍 艸゙“畔呻・即㎜ 蚰砿叫緬 ４゚ 紐几. ，　 －: 二　 ．匸 〃 ・ ” ’ ゛ ’７ ”゙ 爽 “ ゜
’
｀ ゛` 1

分 庁 が 受 理 し た の は ， 平 成 ２ ０ 年 Ｓ 月 ７ 日 付 で あ る
． そ の 際 ， Ｓ 月 に ２

¶■　♂　Ｉ ●ｒ･　　゚  ・　．ｌ　　　　 ，　　　
ＩＩ．･　　．Ｉ　．．・ ． ．』．　　 ．　･●　Ｉ　･;　１ １●’－ 一一　　　 － ･-　　 ㎜㎜■　　 ・　　 ・　　　　　 Ｉ　 ●　・　 １●．　　　　

¶日 間
、

４ 月 に ２ 日. 間 の 通 院 証 明 が な さ れ て い る が
、 タ ク シ

ー
会 社 の 領 収

５
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証は１日分だけしか提出されておらず、他の３日間のタクシー利用、夕
クシー料金に係る証憑の提出を指導しているところである。よって、５
月７日付けで受理した医療抉助移送費め申擴に係る決定処分あるいは不
作為は不存在であり、本件請求は、ご検討するまでもなぐ、不適法である
から却下されるべきである。　　　　　 １

３　審査庁の判断十
（１）認定事実

調査したところ、次の事実が認められる。
ア　預貯金の収入認定にかかる事実
（ア）平成２ヽＯ年３月1 7j ， 爽!分庁の職員が㎜ 病院から請

求人の生活保護申請について相談の連絡を受電。
（ イ）牟 成２ ０ 年 ３ 月２ １日 、処 分庁 の 職員 が ㎜ 病 院 を訪問 じ、

、　　　ｌ　　　　が
請求人と面接。法の趣旨及び権利義務につい=て説明した。
／請求人に生活保護申請の意思を確認し、申請書類一式を交付。
同日、請求人から保護申請書を受理。保護申=請書に添付された資

ニ産申告書にぱjヽ 現金㎜ 円及ぴ預貯金㎜ 円の保
有が申告されていた｡才　･･･．．．　･．　　　　　　　･･　　　　　　．・

(ウ) 平成２０年４月４日√処分庁はケ７ス診断会議を開催した。]検
Ｉ―討の結果､.･法―を適用する.とIの結論に

IÏ … …III'|I　II'̈11111‥‥‥‥‥ ‥-｣1

4　　　　　　1 凵
‥　‥‥,

ｍ …
……｡ ……, … ……

通 帳の写 しが提=出された。

初回/面接φ1ﾖ（平成２０年３月21 一日）の時点で保有ｔていた

＼//黼1傘:･4㎜1=qr9 あｱJね=4

∧イ　未払い給与め収入鰓定にかかる事実 上　　　　　　＼　　 づ二
（ア）/平成２０年3M  1 7 日√処分庁の職員Iが㎜ 病院から請求

………… 人の生活保護こ申請について相談の連鷏を受電。　… … …… …
り.）や42  0^3^21 日） 分かのj嘛員夢㎜ 命 唏呻 り･，

請求人と面接。生活保護法の趣旨及ぴ権利義務にう いlで説明した。

６

〆　 ．●　･ 丶ｌ　 ．･　'
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また、処分庁の職員は、未払いの賃金等があれば収入認定の対
象となるため適宜申告するよう指導した。併せて保護申請以前の
医療費等については、できる範囲において分割で返済していくこ
とを病院側に相談するよう指導した。
請求人に生活保護申請の意思を確認し、申請書類一式を交付。

同日、請求人から保護申請書を受理。　　　　　　　　　　　　＼
（ウ）平成２０年４月４日、処分庁はケース診断会議を開催した。検
討の結果、法を適用するとの結論に至る。

（土）平成２０年４月７日、処分庁は保護開始を決定。２月分の未払
い賃金（３月３１日振込）については、入院中の請求人から電話
で 円の振込があったとの申告がありており、同
年４月１日付けで手持金として２回に分割し認定．

（オ）平成②ｏ年５月９日、請求人が処分庁に来所。j未払い賃金の振
づ 込額を確認したところ、２月分未払い賃金（３月ｓ/1日振込）が
j四I=9 、§ｎ ４ い賃今……(4£30 月亠･ﾐi! ;;・
㎜ 内であ つ･たことが判明．２刄分未払い賃金については請求十………人め口頭七の申告により、概算で㎜ 円1を手持金認定
＼しｎ りヽ= め 厂ヽ印 加艢㎜ 円/り 酳 鵯 い貧傘四
卜● ｓj艸 算しか㎜ ９ 噺 々iこｆ 待金幹 睥 鮃1 辟 ｌ
ご　明した．　･･･.･.･..･　　　　　　　　　　　･･●.　･

●　.･.　　･･.
（ が）平成２０年５月［ ３日、処分庁は、請求人がら

｀　　　 』　
・　　　　 ●　　I

1 の 写 し に よ り 確 認 さ れ た ２ 月 分 未 払 い 賃 金 差 額

．　　-

憊払･C`黄金㎜4 二ij今合算し4=
.-,一,=ﾐｰ　　 ・　　　 ’　　 ．〃付 け や 手 持 金 認 定 し ， ６ 月 以 降 万2 回 に 分 割 し

挧 さ=れ た 通 帳

● 円･とj3 一月‘分

円 を ６ 月･1 八日

1定 を 行 った 。

ヶ（キ ） 平 成２ ０ 年e1 月･4 日 、 処 分 庁 は 、厚 労 省 か ら の禾 件 に お け る 収
Ｉ　Ｉ･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　、

卜 ＼ 入 認 定 の 取 扱 い に？ い て の 回丿籥 奇踏 聿え 、＼厚 奮 事 務 次 官 通 知 「 生

………万･活 保 護 法 に よ･る保 護 の 実 施 要 顰 に つ い で」（昭 和 β謇 年 ４ 月1= 日 厚
…… … 生 省 発 社 第 １２ ３ 号 ） 第宍８ － ３ － （２） Ｔ 耳 一 （ イ）づの 規 定:に 基

二づ き 、 そ の 他 め 収 入｡ ’臨 時 収 入 と し て8,  000 円 の 控 除 を 適 用
…… …し 、 ２ 月 分及 び ３ 月 分 の 未 払 い 賃 金 につ い て 各 々８, △０７０ ０ 円 の

控 除 を 行 った 。　　　　　　　　　 ‥ ‥ ‥　‥ ‥‥‥:　　　　 ト

ウ　 住 宅 費 の 認 定 に か か る事 実　　　 ＼　　　　 ＼

( ア) 平 成２ ０年３月 １７ 日 √処 分庁 の職員が㎜ 啣院から請求
，･_･.,一 一一i-，一一-‘　　　:'JTT"‘７'７`'７７Ｔ`Ｔ'四 り？1″″` "
人め生活保護申躋について柤談の連絡を受電。

７



請求人に生活保護申請の意思を確認し、申請書類一式を交付。
同日、請求人から保護申請書を受理。

（ウ）平成２０年４月４日、処分庁はケース診断会議を開催した。検
討の結果、法を適用するとの結論に至る。

（エ）平成２０年４月7j日、処分庁は保護開始を決定。住宅扶助にう
いては、地代家賃証明書により３月分家賃が未払いであることを
確認しており、３月分家賃を重複家賃として４月扶助費で支給し、
４月扶助費以降、住宅費を認定。ただし、請求人現住居が高額家

賃（㎜ 円|）につき基準額(3  1, 100 円）を認定。
エ　通院のための移送費の認定にかかる事実

( ア) 平 成2  0^3 J4 1 ‘ ７ 日 、㎜ 病 院 か ら 請 求 人 の 生 活 保 諠 申
・　　　　　　●　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　■I･請について相談の漣絡を受電。

(イ)
ご
平成をＯ年ﾌ■゚3/3.21日.ヽ 処分jやの職員が

㎜ 病院を訪問l・ヽ
請求人と面接。法の趣旨及び権利義務について説明。

嘔　　　　Ｉ　　　　　・請求人に生活保護申請のこ意思を確認し4 申請書類一 式を交付。
同日、請 求人から保護申請書を受理。。

（ウ）平成２０年４月４日、処分庁はケース診断会議を開催した。検
討の結果、法を適用するとの結論に至る。

（エ）平成２０年４月７日、処分庁は保護開始を決定。

（オ）平成２０年４月１０日、処分庁の職員は、請求人から電話があ
った際、入院中の医療扶助移送費（タクシー代）支給にかかる関

俤書類については、㎜ 病院に送付した､ごとを伝え、タクシ
一代の領収書添付､の上、保護変更申請書（傷病届）及び通院先ので

から発行される通院証明書め提出斎指導ｔ.た。
（ ６年冰j/ilﾖ|、4 分庁の廠員は、㎜ 旆院のj蚰員か

ら電 話 が あ っ た 際 、▽医 療扶 助 移 送 費 の 給付 認 定 に 際 し ては 、 タ ク

シ ー 利 用ごの 場 合 、領 収書 添 付 が原 則 であ る こ と を 説 明 し 、利 翔.じ

た タ ク シ ー会 社 か ら 領 収書 あ る い は そ れ に 準 じ た 証 明書 等 を 発 行

１　　　　“･　　　　　　Ｉ　　　Ｉ　　　　　　Ｉ　　　　　　Ｉし ても ら う よ う請 求人 へ の 伝言 を 依 頼 し た√　　 十　　　　　　 ／

（キ）平成２０年５月７,日、　　　　 病院から請求人の医療扶助移送． ‥　
㎜

二 龠給付jにか:かるJ俾i 変吏φ請脊（傷歩届）ヽ ● 凾.院発行の:廸幽証尚
明 書( ３ 月 、 ４ 月 分) 万及 び タ クシ ー 代 領 収 書/( ４ 月/16 普 利 用 分)
■　●　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　丶　　　●　　　･I　　　　｡

∧ が 処 分 庁 に 提 出 さ れ た 。　　　 ‥‥
‥　

‥　 ‥‥ ‥

( ク)､ 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ８:日 、 饋 求 人 か ら 処 分 庁 に 電 話 が あ っ た 際 、 処

分 疔 φ 職 員 は 、 翆 療 扶 助 薺 送 彎 の 給 付 認 定 に 際 し て は 、 原 則 タ ク

ジ ー 代 の 領 収 書 が 必 要 で あ る こ と を 説 明 し 、 利 用 し た タ ク シ ー 会

８

゛

い
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社等へ領収書等を再発行しても=らうよう交渉してはどうかと助言
した。

（ヶ）平成２０年６月１８日、処分庁は、嘱託医との協議を行つたう
えで4 医療扶助移送費（４月１６日利用分のみ）の給付を決定し
た。

（ ２ ） 判 断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
ア 預` 貯 金 の 収 入 認 定 に つ い て

法 第 １条 は 、「 こ の 法 律 は 、 日本 国 憲 法 第２ ５ 条 に 規定 す る理 念 に 基

き 、’国 が生 活 に 困 窮 す る す べ て の 国 民 に 対 し 、そ の 困窮 の 程 度 に 応 じ 、

必 要 な 保 護 を 行 い 、 そ の 最 低 限 度 の 生 活 を保 障 す る と と も に 、 そ の 自

立 を 助 長す る こ と を 目的 と す る．」 と 規 定 して い る．
…… …… 本 件 処 分 に お い て 問 題 と な って い るの は 、法 第 １条 に 規 定 す る 最 低

限 度 の生 活 の 保 障 を 行 う に当 た づで 、 口･≒ ン の 返 済 等 の た め に 借 り卜入
… …

…れ 、＼支 払 い 済 み の 資 金 を 最 低 生 活 の 維 持の た め に使 わ れ る ぺjき 手 持 金
……と･し て 認 定 し た こ と が 妥 当 で あごう た かと い う点゚ で あ る．.･･･..　　　　・.・

請求人は、保護開始後すぐの時点で残高のあった預貯金についでは、
月後半のローン返済金などの引き落としのための資金であ;叺 厂手持金

卜! で|まないため収入認定を行うべきではないと主張する。この手持金は、1
●・---｡ ｀-'¶… ……:j3‘jll レ白 日 に　　　　　 か ら 借 り 入 れ た･4i,お で あ る 。/ど れ1 ま 、17……白 紬･jl lま 怙? 畔 ㎜ ゛ ４ 顋 紅 如 ４ （ と 亠jj

'y °゙ '給 の 不 安 定 就 労 で の 給 料 だ け で は 月 々 の 生 活 費 を 賄 い き れ ず 、=iコ ー ン
厂 ゛l‘返･済'･･金 を'含 め て 生 活 費 の 不 足 分 を 借 り て･補 ぎ と い う と れ ま で の 生 活 習こ

＼ 慣 を 保 護 申 請 後 間 も な い 時 点 で も 行 っ た も の と 考 え ら れ]る
。　 ＼　 ご・　　　　　･ ●　　　　　｜　　。　 。　　　　　　　　　・　　　Ｉ丶■　■　Ｓ　Ｉ　　･●･　　１　　　　　　１…………ｊ ．

法｡第J4 皋 第 １ 襦 は √｢ 保 護 は 、回生 珊 に 陬 喞 す る 嘶 が ぐ そ の 利411 し 得 る
...　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･' ･　 ‥ ‥‥ ‥‥こ厂　'.　レ ゛　"." ” ‾I.ﾌ'ﾃ ‾゙＼資 産･、' 能 力 そ の 他･あ ら ゆ る も の を 、 そ め 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 め た め■　．　　　　　 ・　　－　　　　　　ａ　　¶　　． ●　　　　　Ｉ丶　●●　　　　､●　●I●　　　　　　　　　　　　I　　　　　●　　・　I　　　・　■ 丶･　　Ｉ　．●に゙ 活 用 す る こ と を 要 件 と し て 行 わ れ る ．｣ と 規 定 し て お･ﾘ

√ こ れ に ば 保
■　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　1

■　　　　　　■護 受 給 中1 こ 借 り 入 れ た 金 銭 も 合 ま れ る と 解 さ れ る ． ま た4｢ 生 活 保 護 法

に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て( 昭 和 ３ ６ 年 ４ 月 １ 日 厚 生 省 発 社 第 １、　■¶･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　Ｉ　　　■■　　■　ａ　-¶Ｉ２ き 号 厚 生 事 務 次 官 通 知)｣ 第8-3-
・･( Ｓ) － ウ に お い て 、｢ 他 法 、 他

施 策 等 に よ り 貸 し 付 け ら れ る 資 金 め う 布.当 腆 被 保 護 世 帯 の 自 立 更 生 の
た め に 当 て'ら れ る 額｣ 卜は 、 収 入 と し て 認 定 し な い ご と ど き れ て い る が 、
本 件 の よ う な 借 入 金 が こ れ に 該 当 し な い 剛 ま明 ら か で あ 岑 ．∧

｀　 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２ １ 日 、犬処 分 庁 の 職 珮 が　　　　 病 院 膏 訪 問 し 請 求=∵
＼$2  0^3 り リ!

ヤ ゛ ゛ 呻 卵

一

皿
病 触 訪 ｀ 剛

卜 人 と 面 接 し た 際 、 保 有 す る 資 産 等 を 過 去 の 債 務（1）弁 済 に 充 当 す る こ と
I1 1 1　･･　 ●　　―､　　　　l　　■　・　　･I 「　　　；al ■　　　¶I I･ ■　　　　j　･　　■二 は セ き な い･ 旨 臉 明 し た 後 に ロ ー ン め 支 払 い か 行 わ れ 七･

い くる ご と･や ヶ －・　　・　　㎜　　　　　　　　　・　　　　●　　・　　､ ■¶･　■　　　■　　■　　　■I･　　　　　　　　　･ ●I　　　　’』1･●　　　　　　　・　　　・　　　　　　　　　II ゝ　.丶･●’･I　　　　.ダ ブ ル テ レ ビ の よ う ね 通 常 の 生 活 費 へ の 支 払 い も な さ れ で い る と い っ た

９



事 実 か ら 判 断 す る と 、 本 件 に お い て は 収 入 認 定 の 対 象 か ら 除 外 す べ き

と す る 特 別 の 事 情 は 認 め ら れ な い と い う ぺ き で あ る 。

イ　 未 払 い 給 与 の 収 入 認 定 に つ い て

( ア) 基 礎 控 除 の 適 用 に つ い て

基 礎 控 除 は 、 勤 労 に 伴 っ て 増 加 す る 生 活 需 要 を 補 填 す る こ と に

よ り 労 働 力 の 再 生 産 を 図 る と と も に 勤 労 意 欲 の 助 長 を 図 ろ う と す

る も の で あ る 。 本 件 処 分 の 対 象 と な っ て い る 未 払 い 給 与 は 就 労 に

よ っ て 得 ら れ た 収 入 で あ る が 、 基 礎 控 除 は 控 除 を 行 う 時 点 の 就 労

状 態 に 対 応 し て 認 定 す ぺ き で あ る 。 処 分 庁 が 本 件 処 分 を 行 っ た 時

点 で は 、 請 求 人 は 就 労 し て い な い の で あ る か ら 、 就 労 収 入 と し て

認 定 す る こ と は 適 当 で な く 、 基 礎 控 除 を 認 め る こ と も で き な い 。

( イ) 交 通 費 の 控 除 に つ い て　 ノ　　 よ

本 件 処 分 の 対 象 と な っ た 未 払 い 給 与 に は 通 勤 の た め の 交 通 費 が

含 ま れ て い る が 、こ れ は 生 活 保 護 の 申 請 日=以 前 に 支 出 済 み で あ り 、

六　
い わ ぱ 過 去 の 生 活 費 で あ る か ら 、匸就 労 収 入 で は な く そ の 他 のﾉ収 入

と し て 認 定 し た こ と が 是 認 さ れ る 以 上 、 収 入 認 定 か ら 控 除 す ぺ き

費 用jに は 当 た ら な い と し た 処 分 庁:の 判 断 は 正 当1で あ る 。　　　 ‥

( ウ) 電 気 料 金 、 がJス 代 金 及 び 病 院 代 の 控 除 に つ い て　　　　 ＼　
づ

仮 に 、 こ れ を 収 入 認 定 の 対 象 か ら 除 外 す る と な る と 、 保 護 を 受

＼ け る 以 前 に お け る 個 々 人 に よ っ て 異 な る 程 度 に 営 ま れ て き た 生 活

卜 ま で も 、 法 に よ っ て 保 障 す る こ と に な り 、 保 護 を 要 す る 状 態 に 立1

台 杢･ つ た と き か ら 将 来 に 向 っ て そ の 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 を 保 障

＼ ‘せ ん と す る 法 の 目 的､か ら 奢 し く=逸 脱 す る こ と に な る 。、 つ　 ダ

･生 活 保 護 制 度 に お い て は 過 去 の 債 務 に 対 す る 支 払 い を 収 入 か ら

◇　 控 除 す 蕚 こ と は 認 め ら れ て お｡ら ずj、､従 っ て 、 処 分 庁 が 電 気 料 金 、

ト　　 ガ ズ 代 金 及 び 病 院 代 に う い/で 控 除 を 行 わ な か づ た こ と に 違 法 な 点
■I　　　　　　■　　　・　　　　　　･､　　　　　　丶　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　 ●　｡

●'　1.　　　　1　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　●―i　　　¶　　　　　　　　　　　　　　Iは な い と 認 め ら れ る 。　 ノ　 ＞　　　 ＼

ヴ　 住 宅 費 の 認 定 に つ い て　　　　　 ＼ ▽ く　　　　　　　 ／　　　 六

卜 生 活 保 護 に お け｡る 家 賃 に つ い て は｢ 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 基 準｣( 昭

和 ３ 右 年 ４ 一月 １ 日 厚 生 省 告 示 第1  5  8 号) 別 表 第 ３ の ２ に 基 竒｢ 厚 生 労

働大 匯岬 りにi定め 右皷｣夲 よﾚ?ヽ㎜! ま月嶺３ １ ･卜 ｌ Ｏ Ｏ内iと､定1めjら
れでいる。厂　ニ　ノ　　 ‥‥ ‥　‥‥‥　‥‥‥‥ ‥

………また、「生活保護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月
!ﾌ日社発第ﾚ248 号厚生省社会局長通知）」の第７の４の（１）のオ

でば、ﾚ「保護め基準別表第３の２の厚生労働大臣が別に定めこる額（以下∠
丁限度額）という。）によりがた､い家賃、間代等であって、世帯員数、

－10
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世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる
ものについては、限度額に１．３を乗じて得た額（７人以上の世帯に
ついては、この額にさらに１．･２を乗じて得た額）の範囲内において、
特別基準の設定があったものとして、必要な額を認定して差しつかえ
ないこと。」とされている。
さらに、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭

和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知）（以下「課
長通知」という。）の問（第７の５６）では、「局長通知第７の４の（１）
のオにいう『世帯員数、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりや
むを得ないと認められるもの』には原則として単身者の場合の家賃、
㎜㎜i-皿-間代等は該当しないものとして」取り扱うとされ、「ただし、当該単身

=㎜㎜IW ㎜者 が 車 椅 子 使 用
の 障 害 者 等 特 に 通 常 よ り 広

い 居 室 を 必 要 と す る 場 合

一一･"－　'-‾ｙ '”‾‾‘`‘？ ｊ`　` ″'冖Flｙ
尚老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合又
ごは地域において上記限度額の範囲内では賃貸される実態がない場合は
上記限度額に１．３を乗じて得た額の範囲内において必要な家賃、……間
代等を認定して差しつかえない。｣とされている。　　　　　

い
処分庁は、課長通知の間（第７の5  6) が示すいずれの要件にでも該

售しないとして、特別基準を認めないとしでいるが、課長通知の問･（第
７め５２）では世帯人員が減少した場合の住宅費の認定に関して、世
帚員¢）減少により「単身世帯となった場合には、その翌月から当該特卜
別基準は適用されなくなる」としたうえで、rなお、引き続き当該住居◇
仁居住する場合で、転居の準備等のためやむを得なjいと認められるも犬

…………の’1こつい ては 、世 帯員 の波 少後６ か月間を限度として、犬引き続き当該二
＼゛=j特別基 準を適 用して差つ かえない。」としている。｡･｡･･･　　　　　　････・

く…… 諳 求 人 は 保 護 申 請 当 時 入 院 ｿじ て お り
、 し か も 単 身 者 で あﾌ つ た た め 転、-　　ｆ　　　　 Ｉ ・　　　　　　　　　　　　　　

¶　　　　　　 Ｉ　　　 １　　　　　 １　　４ ■　　　　　 ■－　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　．▽ 居 に 向 け て す ぐ に 準 備 を 開 始 で き る 状 況 で･ ぱ な. く 、 す み や か に 限 度 額
＼ 以 内 の 家 賃 の 住 居 に 転 居 す る こ と は 事 実 上 不 可 能 で あ づ た こ と か ら

、’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｆ　Ｉ　●　　　　ＩＩ．　　　　　 ・　　■
．　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　・　　　　

¶　　
、　　．

¶　　　　ｌ
，　．

Ｉ　　 Ｉ　　 、　　
１

本 件 め 場 合 は 上 記 課 長 通 知 め 趣 旨 に 鑑 み て
、 期 間 を 限 定 し た う え で 、ＪＩＩ　　Ｉ　● ・　　　　　　　　　

”　 ・ ” ’　｀　　　・　●　　．　　．･　　　ｌ　　 ｌ
……
…
特 別 基 準 （ 限 度 額 の １ ． ぎ 倍 ま で ） を 適 用 す る こ と を 検 討 す べ き で あ

る ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レ　　　　 ト　 … … … ……

エ フ 通 院 め た め の 移 送 費 の 認 定 に つ い て ダ　 ニ..･　　　　 ・･.･ ・　　.
・･

y （ ア ）＼処 分 の 有 無 に う い て　　　　　　　　　　　 ○　 ○　 ノ ……

二　　 処 分 庁 は 弁 明 書 に お い て ’、 医 睾 袂 助 移 送 費 に 係
る 決 定 処 分 あ る

… … パ; ヽ1ま 不 作 為 は 不 存 在 で あ り 本 件 審 査 請 求 は 却 下 さ れ る ぺ き と 主 張
■　　 －　　　　　　　　　 ÷■ａ ●Ｉ　　　　● 「　　 ●　・　　 ●　 ．　　　 ．　・Ｉ　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　

●　ｆ　　　 ●＼　　 し て お り
、 こ の 点 に つ い て 検 討 ず る ．　 ｀･･･　 ・　 ．･･ ．･　 ・

・　・●　　　●　　　
．　　 ．　　 －　　　　　　　

’ ●．　　’ｙ　　　．‘　　　　 、　 ’- ． ●　．　　　　●　
■… …

… 処 丿分 庁 は
ヽ
平 成2  0^6 月1/ ８ 日 付 け ㎜ 聶 ㎜ 辱

Ｈ



で医療扶助移送費の給付を認定し、費用支給については、通院証
明書、タクシー領収書等の提出後通院実績及び所要金額を確認の
上支給するものとして、確認のできた平成２０年４月１６日=分に
？ 心F ヽ平成２０年６月１９日付け皿 第㎜ 号で●

.　　　　　-
¶--W=　･ ･-=W　　W■　･W･=--y ¬㎜

円 の 支 給 を 決 定 し 、 こ れ 以 外 の ３ 日 分 の 眼 療 扶 助 移 送
ｉ Ξ

つ い て は 、 領 収 書 等 の 証 憑 が 提 出 さ れ て い な い こ と を 理 由 に 支 給

し て い な い 。

法 は 第 ２ ４ 条 第 １ 項 に お い て 、「 保 護 の 実 施 機 関 は 、 保 護 の 開 始

の 申 請 が あ っ た と き は 、 保 護 の 要 否 、 種 類 、 程 度 及 び 方 法 を 決 定

し 、 申 請 者 に 対 し て 書 面 を も っ て 、 こ れ を 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。」 と 規 定 し 、 同 条 第 ４ 項 に お い て 、「 保 護 の 申 請 を し て か ら Ｓ

Ｏ 日 以 内 に 第 ｉ 項 の 通 知 が な い ど き は 、 申 請 者 は 、 保 護 の 実 施 機

’ 関 が 申 請 を 却 下 し た も の と み な す こ と が で き る 。」 と 規 定 す る 。

△さ ら に 同 条 第 こ５ 項i こ お い て 、「 前 ４ 項 の 規 定 は 、 第 ７ 条 に 規 定 す

る 者 か ら 保 護 の 変 更 の 申 請 が あ っ た 場 合 に 準 用 す る 。」 と 規 定 し て

い る が 、 処 分 庁 は 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ７ 日 に 医 療 扶 助 移 送 賚 に か か る

保 護 変 更 申 請 書 を 受 理 し て お り･、 申 請 を し て か ら ３ ０ 日 が 経 過 し

・ て い る た め 、 上 記 の 規 定 に 基 づ き 申 請 は 却 下 さ れ た も の と み な さ 、

ざ る を 得 な い 。 。　　　　　　　　　　　　　　　　 ／　　　 ……

∇　　 従 っ て 、 他 の ３ 白 分 の 医 療 扶 助 移 送 費 の 支 給 を 行 わ な か 尚つ た ご

と に つ い て も 、 処 分 庁i こ よ る 処 分 が あ ら た と 解 す る の が 相1当 で あ

る 。　 つ　　　　　　　　　　 ／
■　　　　　■　、　　　■･ｉ

（ イ ） 領 収 書 等 の 必 要 性 に7 つい て　　　　　　 ＞ レ　　　　 レ
、　●　　Ｉ　　　　　ｌ ■　　■　ｒ　　　　　●’

犬 医 療 扶 助 移 送 費 の 支 給 に つ い て 鉢 、「 生 活 保 護 法 に よ る 医 療 扶 助

運 営 要 領 に つ い て 」（ 昭 和 ３ ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日 社 発 第7  27 号 厚 生 省

社 会 局 長 通 知 ） の:第 ３ の ９ の （ ３ ） の イ に お い て 、「 当 該 料 金･の 算

っ定Iに あ た っ で は 、ﾚ領 収 書 、 複 数 業 者 の 見 積 書 、 地 域 の 実 態 料 金 等

／ の 挙 証 資 料 に 基 づ き 、 額 め 決 定 を 行 う こ と 。」 と 規 定 さこれ て い る 。

Ｉ　　Ｉ　　・　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　　　　・　　　　　　　・
＼ ま た 、「 医 療 扶 助ﾐに お け る 移 送 の 給 付 決 走:に 関 す る 審 査 等.tこ づ い

‥ ｔ 」（ 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ４ 日 社 援 保 発 第0404001 号 厚 生 労 働 省

＼ 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 長 通 知 ） の ６ ＝ （､２ ） に お い て 、「 移 鑷 に 要 し

十 た 費 用 に つ い て は 、 領 収 書ﾚ （ レ シ ー ト ） に よ卜り そ の 金 額 奪 確 認 す

｡る ご と 。」 と 示 さ れ て い る 。、　　 。　　･・．Ｉ　　　・　｜　　　　　　　　
Ｉ’ ｊ

■　　Ｉ　●● Ｉ　　　　　・　　　　●　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　・∧　 上 記 通 知 が 医 療 扶 助 移 送 費 の 支 給 に 際 し て 領 収 書 等 の 提 出 を 求

め て い る の は 、j実 際 に タ ク シ ー を 利 用 し た こ と 及 び 料 金 を 確 認 す

＼ る た め で あ り 、､領 収 書 等 の 提 出 が な い 以 上 医 療 扶 助 移 送 蕈 の 支 給
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は認められないというべきである。

以上、本件処分３を違法とする審査請求人の主張は、理由がある。
また、本件処分１、本件処分２及び本件処分４を違法とする審査請求人の

主張は、理由がない。
よって、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第２項及

び第３項の規定により、主文のとおり裁決する。

平成２０年９月３０日

熊本県知事 蒲　島　郁

.･..･..　　　　 ・.　 ・･.教　　 八 卜 示卜　 十 卜

ここの裁決に木服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から
起算して３･Ｏ卜日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます．
∧＼ただし;、裁決があったことを知っな日の翌y1日かう起笄して３０日以内であう
ても√裁決があった］日の翌日がら起算して１年を経過すると再審査請求をする

二ことができなくなります．　　尚　　　　し　　　　　　　　　卜　　　　　 十
万また･、この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌丿日から起
算して６か月以内に、この裁決の前提となる本件処分をした処分庁の所属する㎜ を被告どLﾑび 訴訟におい七㎜ や:代表する者眸㎜ 長とね（りまち ）
＼処分の取消しの訴えを、又は熊本県を被告として（訴訟において熊本県を代表
ごする者は熊本県知事となります．）この裁決の取消しの訴えを提起することがで
ｊき家す．､ただし、裁決があ’つたことを知づた日の翠白から起算して６か･月以内
であっても、､裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると本件処分又
」ま裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります．　　 ‥‥　‥
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